
サービスの内容 

サービス 対象 内    容 

児童発達支援 
・小学校に就学する前の 

 児童 

日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練

などの支援を行います。 

医療型 

児童発達支援 

・小学校に就学する前の 

 肢体不自由がある児童 
児童発達支援や治療を行います。 

放課後等 

デイサービス 

・小学生 

・中学生 

・高校生 

放課後または学校の休業日に生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交

流促進などの支援を行います。 

保育所等 

訪問支援 

・保育所や小学校などに 

 通っている児童 

・児童養護施設などに 

 入所している児童 

発達支援を行う施設の職員が、集団生活

を営む施設（保育所、小学校、児童養護

施設など）を訪問し、集団生活に適応す

るための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

・重度の障がいなどにより 

 外出が困難な児童 

外出が困難な児童の居宅を訪問し、日常

生活における基本的な動作の支援、知識

技能の付与などの支援を行います。 

 


